
今治市フルタイム会計年度任用職員（児童厚生員）の募集について 

 

１ 試験区分、勤務施設及び職務内容 

試験区分 勤務施設 職務内容 

児童厚生員 

今治市樋口児童館 

（今治市波方町樋口  

甲 1755－１） 

樋口児童館に勤務し、遊びを通じた児童健全育成や子育

て支援、地域福祉活動に従事します。 

 

２ 受験資格、採用予定数 

（１） 65 歳未満の者で次のいずれかの資格を有する者 

職種 採用予定数 資格要件 

児童厚生員 １名 

・保育士資格を有する者 

・小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者 

・都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他

の養成施設を卒業した者 

・高等学校以上を卒業した者で２年以上児童福祉事業に従事した者 

（２） 地方公務員法第 16 条各号のいずれにも該当しない者 

 

３ 試験の方法 

 性格検査及び個別面接試験 

 ※上記試験項目のうち一定の基準に満たない項目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となりま

す。 

 

４ 試験の日時及び場所 

（１） 試験日時 随時 

（２） 試験場所 今治市役所内会議室（今治市別宮町一丁目４番地１） 

 応募受付後、申込者に対し日程等をお知らせします。 

 

５ 募集期間及び応募方法 

（１） 募集受付期間 

採用が決定次第、受付を締め切らせていただきます。 

（２） 必要書類・提出先 

「履歴書」及び「該当する資格を有する証明書（写し）」をこども未来課まで提出してください。 

（３） 個人情報の取扱い 

提出された書類は合否に関わらず返還しません。また、採用の資料とする以外の目的に使用しな

いとともに適切に管理いたします。 



６ 合格発表及び採用時期 

 個別面接試験後 10日以内に結果をお知らせします。 

  

７ 採用後の条件 

（１） 勤務時間等 ※土曜日、日曜日は勤務日となります。 

水曜日～日曜日 ９時 30分から 18時 15 分まで（休憩 60分） 

火曜日     13時 30分から 18時まで 

上記勤務時間内で１日７時間 45 分（週 38時間 45 分）を基本として勤務シフトを編成します。 

必要に応じて時間外勤務があります。 

（２） 休日 

月曜日、火曜日午前、祝日、年末年始（12 月 29日から１月３日） 

４週間について指定する火曜日午後２日及び他の１日 

労働基準法に基づき年次有給休暇が付与されます。 

（３） 給与等 

今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例に基づき基本給（月額）が支給され

るほか、該当者に対しては、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、退職手当等が支給されます。 

社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険及び労災保険）が適用されます。 

＜参考＞児童厚生員：（福祉職給料表１級９号）174,100 円／月 

※採用後の条件は改定することがあります。 

（４） 任用期間 

令和６年３月 31 日まで（更新あり） 

更新の場合、別の児童館に勤務することもあります。 

 

８ 問合先 

 今治市こども未来課  〒794-8511 

            今治市別宮町一丁目４番地１ 

            電話：0898-36-1529（直通） 

  

 

 

 


